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(57)【要約】
【課題】呼吸用気体を患者へ供給する鼻マスクにおいて
、呼吸用気体に含まれる湿潤成分がマスク内面に結露し
て生じる水滴が患者の顔面へ落下することを防止する鼻
マスクを提供する。
【解決手段】次のいずれかの解決手段による。
（１）水滴案内溝を設けて小水滴同士の合同による成長
を阻害するとともに、下方に移動した水滴をトラップす
るよう構成する。
（２）鼻マスク内面に水滴移動阻止手段を設け、水滴の
成長を阻害する。
（３）鼻マスク内面を親水性にすることで、水滴の形成
を阻害する。
（４）鼻マスク内面を撥水性にすることで、水滴が小さ
いうちに下方に移動させる。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　使用者の顔と接触し、使用者の鼻へ湿潤成分を含んだ呼吸用気体を供給するため、横臥
状態にある使用者の少なくとも鼻周辺を覆うよう構成された鼻マスクであって、
当該鼻マスクの内面部にある水滴がこの内面部を離れて使用者の顔へ落下することなく当
該内面部表面上を重力と水滴の内面表面への吸着力によって下方へ移動するよう、当該内
面部表面に設けられた水滴案内溝を有することを特徴とする鼻マスク。
【請求項２】
　使用者の顔と接触し、使用者の鼻へ湿潤成分を含んだ呼吸用気体を供給するため、使用
者の少なくとも鼻周辺を覆うよう構成された鼻マスクであって、
当該鼻マスクの内面部にある水滴がこの内面部表面上を移動して成長することを防止する
ための、前記内面部に設けられた水滴移動阻止手段を有することを特徴とする鼻マスク。
【請求項３】
　前記内面部は、その表面を親水性に構成してなることを特徴とする、請求項１または請
求項２に記載の鼻マスク。
【請求項４】
　前記内面部は、その表面を撥水性に構成してなることを特徴とする、請求項１または請
求項２に記載の鼻マスク。
【請求項５】
　使用者の顔と接触し、使用者の鼻へ湿潤成分を含んだ呼吸用気体を供給するため、使用
者の少なくとも鼻周辺を覆うよう構成された鼻マスクであって、
鼻に面する内面部表面を、親水性に構成してなることを特徴とする鼻マスク。
【請求項６】
　使用者の顔と接触し、使用者の鼻へ湿潤成分を含んだ呼吸用気体を供給するため、使用
者の少なくとも鼻周辺を覆うよう構成された鼻マスクであって、
鼻に面する内面部表面を、撥水性に構成してなることを特徴とする鼻マスク。
【請求項７】
　鼻マスク内面部下方に水滴溜り部を有することを特徴とする請求項１から６のいずれか
に記載の鼻マスク。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、睡眠時無呼吸症候群の治療に適するＣＰＡＰ（Ｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ Ｐｏ
ｓｉｔｉｖｅ Ａｉｒｗａｙ Ｐｒｅｓｓｕｒｅ）療法、換気不全に適するＮＩＰＰＶ（Ｎ
ａｓａｌ Ｉｎｔｅｒｍｉｔｔｅｎｔ Ｐｏｓｉｔｉｖｅ Ｐｒｅｓｓｕｒｅ Ｖｅｎｔｉｌ
ａｔｉｏｎ）療法などに使用する鼻マスクに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　睡眠時無呼吸症候群の治療法として最も効果的なもののひとつに経鼻式持続陽圧呼吸法
（ＣＰＡＰ）があり、この治療法では睡眠時に使用者の鼻孔部に３９～１９６Ｐａ程度の
陽圧ガスが供給される呼吸補助装置が採用される。また、換気不全の治療法として最も効
果的なもののひとつに経鼻式間欠陽圧換気呼吸法（ＮＩＰＰＶ）があり、使用者の鼻孔部
に３９～２３５Ｐａ程度の間欠的な陽圧ガスが供給される呼吸補助装置が採用される。
【０００３】
　これらの装置を使用して治療を行う場合は、使用者の鼻孔部へ持続的な陽圧を供給する
ために、陽圧ガスを導くホース、呼吸用鼻マスク、呼吸用鼻マスクを所定の位置に保持す
るためのフレーム、および呼吸用鼻マスクを顔面へ密着させるヘッドギアにて構成される
鼻マスクシステムを使用する。
【０００４】
　患者の呼吸に供する陽圧ガスは、適切に制御されるブロア等を有する上記の呼吸補助装



(3) JP 2012-245385 A 2012.12.13

10

20

30

40

50

置で生成された後、ホースを経由して呼吸用鼻マスクの内部へ導入されて、患者が吸入可
能となる。
【０００５】
　ところでこのように患者が吸入を行う陽圧ガスは、睡眠中を含む長時間にわたり患者が
吸入を行うものであるので、極度に乾燥あるいは低温のガスを吸入することにより患者が
苦痛を感じることを防いだり、患者の咽頭部や鼻腔部の過度の乾燥を防ぐために、加温あ
るいは加湿、及びその併用がなされることが多い。加温は呼吸補助装置内部に設けられた
ヒータ等を含む加温部にて行われ、加湿は呼吸補助装置内部あるいは外部に設けられた精
製水の蒸散を用いる加湿装置にて行われる構成が典型的である。
【０００６】
　ところが上記のように加湿あるいは加温がなされた陽圧ガスが呼吸補助装置からホース
及び呼吸用鼻マスクへ吐出されると、多くの場合に陽圧ガスよりも低い温度である室内空
気（外気）に接して温度が低下しているホースの壁部あるいは呼吸用鼻マスク壁部にこの
陽圧ガスが接し、接した陽圧ガスの部分に含まれる湿潤成分である水分がこれら壁部の内
面に結露し、水滴が生じる。
　ホースの内部で生じた水滴はホースの内部に溜まったり、そこから呼吸用鼻マスクへ流
れ込む可能性がある。
【０００７】
　また、このようにして呼吸用鼻マスクへ流れ込んだ水滴、あるいは呼吸用鼻マスク内部
で同様に結露現象に基づき生じた水滴は、マスクが接する患者の顔面に流れて患者が不快
感を感じたり、衛生面での問題が生じる恐れがあった。
【０００８】
　さらに、上記した経鼻式持続陽圧呼吸法（ＣＰＡＰ）は睡眠中の患者に対して行われる
ものであるから、呼吸用鼻マスク内面で結露し成長した水滴が重力により内面から離れて
横臥状態にある患者の顔面に落下して患者の覚醒を招く恐れがあった。
【０００９】
　このため、睡眠中の気道閉塞を陽圧ガスにより防止することで気道閉塞に起因する血中
酸素の低下に伴う睡眠中の覚醒と、それに伴う健康上の課題を解決しようとする、すなわ
ち不要かつ有害な覚醒を抑制して十分な深さの睡眠を実現しようとするＣＰＡＰの治療効
果を阻害する恐れがあった。
【００１０】
　これらの課題を解決するため、従来より次のような構成が提案されてきた。
　まず、特開昭６０－９２７７２号公報（特許文献１）には、呼吸用マスクへ吸入ガスを
供給する導管である呼吸回路の内面に結露して生じた水滴が呼吸用マスクへ移動すること
を防止するために、この呼吸回路の途中に水滴トラップ用のカップを設けた構成が開示さ
れている。
【００１１】
　また、特開２００５－２６１８５８号公報（特許文献２）には、同じく呼吸回路におい
て内面における結露現象そのものを防止するために、温水を導通させる小径管、あるいは
電熱線をこの呼吸回路の外周に巻きつけて加温を行う構成が開示されている。
【００１２】
　さらに、特開２００２－５２０８２号公報（特許文献３）には、無呼吸症候群の治療に
用いる医療用マスクの外側に結露防止具を設け、この結露防止具に形成されている発熱体
が発熱することにより医療用マスクの外側の大気を加熱することによって、医療用マスク
の内側の結露発生を防止する構成が開示されている。
【００１３】
　しかしながら、呼吸回路（ホース）内面に発生する水滴の対処を行おうとする上記の特
許文献１、及び特許文献２に開示の構成は、先に示した鼻マスクの内面に結露現象により
発生した水滴が患者の顔面に落下して覚醒させてしまう、という課題の解決に対しては用
をなさなかった。
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【００１４】
　さらに、上記特許文献３に記載の構成はたしかに鼻マスク内面に発生する水滴への対処
を意図したものの、ヒータによりマスク本体を加熱することから、顔面をマスクに接する
患者に不快感を与える恐れがある。また、樹脂材で形成されることが多いマスクの各部材
に対する繰り返しの温度ショックを加えることによる材質の劣化や信頼性の低下の恐れも
ある。さらに、治療を行う度に患者の頭部への装着と取り外し動作を繰り返すマスクシス
テムにおいては、電熱線の疲労断線とそれに伴う漏電の可能性も否定できず、およそ真の
解決には程遠いものであった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１５】
【特許文献１】特開昭６０－９２７７２号公報
【特許文献２】特開２００５－２６１８５８号公報
【特許文献３】特開２００２－５２０８２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　以上に述べた従来技術が有する諸問題に鑑み、本発明が解決しようとする課題は、呼吸
用気体を患者へ供給する鼻マスクの構成において、この呼吸用気体に含まれる湿潤成分に
よってマスク内面に結露して生じる水滴が患者の顔面へ落下することにより覚醒や不快感
を生じせしめ、この結果治療の効果が阻害されることを防止する鼻マスクを簡潔且つ高信
頼性の構成により提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本発明は、上記の課題を解決するために、次の（６）～（１２）のいずれかに記載の構
成を有する鼻マスクを提供する。
（６）使用者の顔と接触し、使用者の鼻へ湿潤成分を含んだ呼吸用気体を供給するため、
横臥状態にある使用者の少なくとも鼻周辺を覆うよう構成された鼻マスクであって、当該
鼻マスクの内面部にある水滴がこの内面部を離れて使用者の顔へ落下することなく当該内
面部表面上を重力と水滴の内面表面への吸着力によって下方へ移動するよう、当該内面部
表面に設けられた水滴案内溝を有することを特徴とする鼻マスク。
（７）使用者の顔と接触し、使用者の鼻へ湿潤成分を含んだ呼吸用気体を供給するため、
使用者の少なくとも鼻周辺を覆うよう構成された鼻マスクであって、当該鼻マスクの内面
部にある水滴がこの内面部表面上を移動して成長することを防止するための、内面部に設
けられた水滴移動阻止手段を有することを特徴とする鼻マスク。
（８）内面部は、その表面を親水性に構成してなることを特徴とする、（６）または（７
）に記載の鼻マスク。
（９）内面部は、その表面を撥水性に構成してなることを特徴とする、（６）または（７
）に記載の鼻マスク。
（１０）使用者の顔と接触し、使用者の鼻へ湿潤成分を含んだ呼吸用気体を供給するため
、使用者の少なくとも鼻周辺を覆うよう構成された鼻マスクであって、鼻に面する内面部
表面を、親水性に構成してなることを特徴とする鼻マスク。
（１１）使用者の顔と接触し、使用者の鼻へ湿潤成分を含んだ呼吸用気体を供給するため
、使用者の少なくとも鼻周辺を覆うよう構成された鼻マスクであって、鼻に面する内面部
表面を、撥水性に構成してなることを特徴とする鼻マスク。
（１２）鼻マスク内面部下方に水滴溜り部を有することを特徴とする（６）から（１１）
のいずれかに記載の鼻マスク。
【００１８】
　なお、本発明の他に、次の（１）～（５）のいずれかに記載の解決手段も考えられる。
（１）使用者の顔と接触し、使用者の鼻へ湿潤成分を含んだ呼吸用気体を供給するため、



(5) JP 2012-245385 A 2012.12.13

10

20

30

40

50

少なくとも使用者の鼻周辺を覆うよう構成された鼻マスクであって、その全部または一部
を、断熱性を有する材で構成したことを特徴とする鼻マスク。
（２）使用者の顔と接触し、使用者の鼻へ湿潤成分を含んだ呼吸用気体を供給するため、
少なくとも使用者の鼻周辺を覆うよう構成された鼻マスクであって、鼻に面する内壁部と
、外気に接する外壁部との間に、断熱層を設けたことを特徴とする鼻マスク。
（３）断熱層は空気層であることを特徴とする（２）に記載の鼻マスク。
（４）断熱層は真空層であることを特徴とする（２）に記載の鼻マスク。
（５）断熱層は断熱性を有する材にてなることを特徴とする（２）に記載の鼻マスク。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明は上記の構成とすることにより、呼吸用気体を患者へ供給する鼻マスクの構成に
おいて、この呼吸用気体に含まれる湿潤成分がマスク内面に結露して生じる水滴が患者の
顔面へ落下して覚醒や不快感を生じせしめ、この結果治療の効果が阻害されることを防止
する鼻マスクを、簡潔且つ高信頼性の構成により提供する、という顕著な効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の鼻マスクを含む呼吸用鼻マスクシステムの構成例を説明する図である。
【図２】本発明に係る鼻マスクの基本的実施形態を説明する図である。
【図３】参考例たる第１の実施形態の鼻マスクを説明する図である。
【図４】参考例たる第４の実施形態の鼻マスクを説明する図である。
【図５】本発明に係る第５の実施形態の鼻マスクを説明する図である。
【図６】本発明に係る第５の実施形態の鼻マスクが有する水滴溜まり部を説明する図であ
る。
【図７】本発明に係る第５の実施形態の鼻マスクが有する水滴案内溝を説明する図である
。
【図８】本発明に係る第５の実施形態の鼻マスクが有する水滴案内溝を説明する図である
。
【図９】本発明に係る第６の実施形態の鼻マスクが有する水滴移動阻止部を説明する図で
ある。
【図１０】本発明に係る第６の実施形態の鼻マスクが有する水滴移動阻止部を説明する図
である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　本発明は、使用者の顔に密着し、使用者の鼻へ呼吸用陽圧ガスを導く手段となる鼻マス
クに関する。
　なお、本発明の鼻マスクは、以下に詳細に説明するＣＰＡＰ（経鼻式持続陽圧呼吸法）
用鼻マスクとするのが好適な実施態様であるが、ＣＰＡＰ用には限定されない。すなわち
、経鼻式間欠陽圧換気呼吸法（ＮＩＰＰＶ）に用いられる鼻マスク、その他の疾患あるい
は治療方法のための鼻マスク、患者の鼻のみならず口腔部を覆うマスクについても適用が
可能であり、これらの構成もまた本発明に包含される。本発明における「鼻マスク」はそ
のような意味で用いている。なお、これら各実施態様は、以下の記載の他に、種々の公知
技術を参照することにより容易に実施が可能である。
【００２２】
　図１に、本発明の呼吸用鼻マスクシステム１を示す。
　本発明の呼吸用鼻マスクシステム１は、使用者の顔に密着し、使用者の鼻へ呼吸用陽圧
ガスを導く手段となる鼻マスク（以下「マスク本体」ともいう）１１、該鼻マスク１１を
所定の位置に保持するためのフレーム１２、および該鼻マスクを顔面へ密着させるために
頭部に装着するヘッドギア１３を備えている。鼻マスク１１は、フレーム１２と使用者の
間に位置するように設置され、図１に示すようにフレーム１２と接続して使用する。フレ
ーム１２はほぼ三角形であり、使用者の両頬側が三角形の基底部になり、三角形の頂点が
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使用者の額側になるように使用される。図１に示すように、フレーム１２は額側に２箇所
、基底部両側部分に２箇所の合計４箇所のヘッドギア１３接続部分を有する。また、本発
明の呼吸用鼻マスクシステム１においては、フレーム１２は基底部両側部分にファスナキ
ャッチ１５を具備している。
【００２３】
　さらに、本発明の呼吸用鼻マスクシステム１は、ヘッドギア１３に長さを調節するため
のヘッドギアストラップ１３aを設け、ヘッドギアストラップ１３aはその先端にフレーム
１２との接続／解除手段となるヘッドギアファスナ１４を有する。なお、上記のフレーム
１２、ヘッドギア１３の構成は一例にすぎず、本発明の実施に際して上記と異なる構成と
してもよい。
【００２４】
　また、本システム１のマスク本体１１にはフレーム１２を貫通するホース接続部１６が
気体の流通可能なように接続しており、この結果、患者の少なくとも鼻を覆う鼻マスク１
１の内部空間と、ホース接続部１６と、このホース接続部１６の端部に接続する図示しな
いホース（「エアチューブ」、あるいは「呼吸回路」ともいう）とは相互に気体が流通可
能なように流体導通状態となっている。
【００２５】
　さらに、このホースが同じく図示しない呼吸補助装置と接続することにより、陽圧ガス
がこの呼吸補助装置で生成された後、ホース、ホース接続部１６、マスク本体１１をそれ
ぞれ経由して患者の鼻へ供給されることにより治療が実行される。なお、睡眠中の患者に
対して治療を行う場合などには患者は横臥状態にあり、その際には通常、睡眠時の姿勢に
おいて上方を向く患者顔面の鉛直上方に鼻マスク１１が接触している。
【００２６】
　本発明のシステム１は先に説明した課題を解決するために、主に鼻マスク（マスク本体
）１１に下記に詳説するとおりの特徴的な構成を設けたものであるので、以後の説明はこ
の鼻マスク１１の構成的特徴に集中して本システム１の他の構成には特に言及は行わない
ものとする。
【００２７】
　本発明のシステム１が有する鼻マスク１１には、以下に示す各実施の形態において、次
のような構成上の特徴が含まれている。
　まず鼻マスク１１内面に結露した水滴をこの鼻マスク内面に設けた溝に沿って流すこと
により、重力によってこの水滴が鼻マスク１１内面を離れて患者の顔面に落ちないように
なした構成を有する。
【００２８】
　あるいは鼻マスク１１内面上にある水滴が内面を移動するのを困難とするための構造を
この鼻マスク１１に設けて、水滴が大きく成長しないようにし、この結果この水滴が移動
するのを困難とする構造に接触した水滴が崩壊して広がって大きな水滴にはならないよう
になした構成を有する。
【００２９】
　また、鼻マスク１１の内面を親水性にしたので、水滴形成のための水分子表面張力より
も鼻マスク１１内面と水分子との吸着力が勝り、水分子は鼻マスク１１内面に広がって水
滴の形成が阻害される。
【００３０】
　あるいはまた、鼻マスク１１内面を撥水性とすると、小径の水滴は結露により生成され
るものの水滴表面と鼻マスク１１内面との吸着力が小さく、小さな水滴が重力により鼻マ
スク内面の表面上を下方へ容易に移動して、内面に留まった小さな水滴を核としてより大
きな水滴が形成されることがない。
【００３１】
　上記した、あるいはその他の特徴的な構成を含んだ本発明に係る実施形態を、実施例と
して以下に説明する。本発明の実施にあたっては、これら実施形態の構成が適宜、単独で
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あるいは組み合わせることにより鼻マスク１１が構成される
【実施例】
【００３２】
〔第１の実施形態（参考例）〕
　図２は以下に説明する各実施形態に共通した、鼻マスク１１及びその近傍にある構成を
含む外観図である。図２においてマスククッション部１１ａは鼻マスク１１が患者顔面に
接する弾性構造である。
　図３は、図２のＡＡ’切断面における矢視断面図である。
　本実施形態では鼻マスク１１自身が断熱性を有する材にて構成されている。断熱性を有
する材とは例えば、発泡ウレタン樹脂である。
　これに対して従来の鼻マスクはポリカーボネート等の材質で構成されていた。
　上記のように構成したので、鼻マスク１１外部の気温が低い場合においても、鼻マスク
１１自身、特に鼻マスク内面１１ｃの温度の低下が許容範囲内に抑えられるので、ホース
接続部１６から供給される陽圧ガスが加温加湿されていた場合においても、鼻マスク内面
１１ｃにおける結露現象が抑制される。
【００３３】
〔第２の実施形態〕
　次に第２の実施形態を説明する。
　本実施形態においては図示形状が類似していることから先に示した図３を参照して説明
を行う。本実施形態では図３における鼻マスク内面１１ｃに親水性をもたせて構成してい
る。
　この結果、水滴形成のための水分子表面張力よりも鼻マスク内面１１ｃと水分子との吸
着力が勝り、結露現象により鼻マスク内面１１ｃに付着した水分子は鼻マスク内面１１ｃ
に広がって水滴の形成が阻害される。
　例えば、特開平５－２００３２９号公報には、噴霧発生装置の吹き出し部材を合成樹脂
材で形成し、かつ表面に極微小凹凸条を形成したり、合成樹脂材で形成される吹き出し部
材の表面を、電離気体で処理（グロー放電や、コロナ放電や、イオンビーム照射）するこ
とによって、この噴出し部材に親水性をもたせる構成が記載されている。親水性を実現す
るために、この記載にある構成を利用してもよいし他の方法によってもよい。
【００３４】
〔第３の実施形態〕
　次に第３の実施形態の説明を行う。
　本実施形態の説明においても、同様に図示形状が類似していることから先に示した図３
を参照して行う。この実施形態においては、図３における鼻マスク内面１１ｃを、撥水性
を持たせて構成している。
　この結果、小径の水滴は結露により鼻マスク内面１１ｃに生成されるものの、水滴表面
と鼻マスク内面１１ｃとの吸着力が小さいため、小さな水滴が重力により下方へ容易に移
動し、内面に留まった小さな水滴を核としてより大きな水滴が形成されることが困難とな
る。
　公知技術である、撥水性の高いテフロン(登録商標)を共析させたＰＴＦＥコンポジット
めっきによる方法、ハスの葉表面のように微細な疎水性の凹凸構造を形成し表面に空気を
保持させることで水が塗膜本体と接触しなくなる原理を利用する方法、あるいはその他の
方法を利用して、鼻マスク内面１１ｃに撥水性をもたせて構成することが可能である。
【００３５】
〔第４の実施形態（参考例）〕
　次に、第４の実施形態を説明する。
　図４は、図２におけるＡＡ’断面図を、本実施形態において図示したものである。
　本実施形態における鼻マスク１１－１は、患者の鼻に面する内壁部１１－１ｆ、外気に
接する外壁部１１－１ｄ、及び内壁部１１－１ｆと外壁部１１－１ｄとの間に設けた断熱
層１１－１ｅを有している。
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　断熱層１１－１ｅは外壁部１１－１ｄから内壁部１１－ｆへの熱の伝達を阻害する機能
を有し、この結果、鼻マスク１１－１外部の気温が低い場合においても、鼻マスク内壁部
１１－１ｆの温度の低下が許容範囲内に抑えられるので、ホース接続部１６から供給され
る陽圧ガスが加温加湿されていても鼻マスク内面１１－１ｃにおける結露現象が抑制され
る。
　断熱層１１－１ｅは種々の構成とすることが可能である。すなわち、中空かつ空気を充
填した空気層として断熱性を付与する構成、中空かつ実質的に充填物を無しとした真空層
として断熱性を付与する構成、あるいはグラスファイバーのような断熱性を有する素材で
形成する方法などが可能である。この実施形態は鼻マスク１１に限定されるものではなく
、マスククッション部１１aにも適用可能なものである。
【００３６】
〔第５の実施形態〕
　次に、図５～図８を参照して第５の実施形態を説明する。
　本実施形態の鼻マスク１１－２は図５に示すように、その内面に水滴案内溝１１－２ｇ
、１１－２ｈを設け、鼻マスククッション部１１－２ａと、顔面接触部１１－２ｊとの間
に水滴溜まり部１１－２ｉを有することを特徴とする。
　なお、図５において水滴案内溝１１－２ｇ、１１－２ｈは鼻マスク１１－２の内面に形
成されているものの透視図法によりその外面上に図示されている。
【００３７】
　本実施形態の鼻マスク１１－２を上記の構成としたのは、次のような知見を本発明者が
得たためである。
　すなわち、鼻マスク１１－２内面に発生した結露は、最初は小さな形状の水滴であるが
、近傍の小水滴が合同して次第により大型の水滴が形成され、大型化することで重力によ
り鼻マスク１１－２内面を移動し、更に合同して大型化し、ついには水滴に加わる重力が
水滴の内面表面への吸着力に勝って水滴が内面表面を離れ、患者の顔面へ落下するものと
思われる。
　そこで、水滴が内面表面上で移動するものの落下するに足る大きさへ成長する前に捉え
て、安全に鼻マスクの内面表面上を下方に移動させれば、表面を離れて患者の顔面に落下
することを防止できる。
【００３８】
　そのため本実施形態では、まず鼻マスク１１－２内面において結露現象により小水滴が
形成された後、この水滴が合同して成長するものの重力により鼻マスク１１－２内面を離
れて落下する前に、鼻マスク１１－２内面に設けられた水滴案内溝１１－２ｇ、１１－２
ｈまで移動して捉えられるように構成されている。この水滴案内溝１１－２ｇ、１１－２
ｈ表面上は上記のようにして捉えられた水滴が頻繁に移動するので、水分子がこの水滴案
内溝１１－２ｇ、１１－２ｈの表面に十分に濡れ広がっており水分子が水滴として形成さ
れることはなく、したがって捉えられた水滴が水滴案内溝１１－２ｇ、１１－２ｈ表面を
重力に従って下方へ移動したとしても他の水滴と合同して水滴自身が成長することはない
。また、水滴案内溝１１－２ｇ、１１－２ｈの表面に水分子が十分に濡れ広がっているこ
とから、ここに捉えられた水滴は崩壊する場合もありうる。
【００３９】
　いずれにせよ上記のように捉えられた水滴、あるいは水滴が崩壊した流動性の水は、水
滴案内溝１１－２ｇ、１１－２ｈの表面を重力に従って下方へ移動し、最終的に水滴溜ま
り部１１－２ｉへ到達して貯留され、この結果、結露により生じた水滴や流動性の水が患
者の顔面に到達することは防止される。
【００４０】
　図６は、水滴溜まり部１１－２ｉの断面を、横臥患者に対する鼻マスク１１－２の使用
状態において鉛直方向に切断した断面図で種々の変形例と共に図示したものである。
　もっとも基本的な図６（ア）図示構成においては、水滴溜まり部１１－２ｉは鼻マスク
１１－２の外周上に沿って設けられたチューブ状の構造をなし、水滴案内溝１１－２ｇ、
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１１－２ｈから移動してきた水滴などを導入する導入口６ａ、導入した水滴などを貯留す
る貯留室６ｂを備えている。
【００４１】
　この変形例である、図６（イ）図示構成例では、更に貯留室内に吸水材６ｃを充填して
水分の保持を確実なものとし、患者の頭部が多少の動きを示した場合でも保持する水分を
外部に漏洩させることがない。上記の吸水材６ｃは樹脂などをハニカム構造やスポンジ構
造に形成してなるものであって、その微細な空間内に水分を確実に貯留させる。
【００４２】
　さらに、これとは異なる変形例である、図６（ウ）図示構成では、貯留室は複数の壁部
６ｄで細分された結果、細分貯留室６ｅが複数形成され、これら壁部６ｄはそれぞれに水
分の導入口が設けられているので、水滴案内溝１１－２ｇ、１１－２ｈから導入された水
分はこれらの細分貯留室６ｅにそれぞれ貯留されて確実に保持される。
【００４３】
　なお、鼻マスクが用いられるＣＰＡＰは睡眠中に実施されるのであるから、一晩の結露
で生じた水分がこれら水滴溜まり部１１－２ｉあるいはその変形例構成に保持可能であれ
ば十分であり、睡眠時の治療が終わるとこれらに貯留された水分は廃棄されるか乾燥除去
されて次の治療の準備が行われる。
【００４４】
　図７は水滴案内溝１１－２ｇ、１１－２ｈの種々の構成例を、溝の長手方向に垂直な断
面にて示したものである。
　図７（ア）図示構成例では、鼻マスク内面７ａから穿った溝の底部において、溝側面に
おける底部７ｂを溝中央における底部７ｃよりも深く、すなわち溝をその側面において特
に深く穿ったので、水分子の表面張力を利用して溝側面における底部７ｂに水分を確実に
保持し、水滴が溝から落下することを効果的に防止できる。
【００４５】
　変形例である図７（イ）図示構成例では、水滴案内溝の鼻マスク内面７ａにおける開口
部の両側に、溝に沿った凸状のトラップ構造７ｄを設けたので、同様に水滴の落下が防止
される。
　他の変形例である図７（ウ）図示構成例では、鼻マスク内面７ａから所定深さまで溝の
幅を平行として溝を穿ったので、溝内での水の流動性が良好となり、容易に水が水滴溜ま
り部１１－２ｉへ移動可能である。
　同様に、他の変形例である図７（エ）図示構成例では、溝の断面形状を鼻マスク内面７
ａ側が底面にあたる三角形としたので、同様に水の流動性が良好となる。
【００４６】
　さらに、他の変形例である図７（オ）図示構成例では、鼻マスク内面７ａから平行な幅
で溝を穿つものの、その幅ｇを相対的に狭くし、その深さｄを相対的に大きく構成したの
で、水分子の表面張力及び水分子と溝表面との毛管力によりこの溝に深く、水分子が確実
に保持されて落下が防止される。
　図７（オ）図示構成例を変形したものが図７（カ）図示構成例であり、溝の底部には小
貯留室７ｅを設けたので、溝内部に保持される水分の量が増加する特徴を有する。
【００４７】
　また、水滴案内溝１１－２ｉの全体の形状すなわちレイアウトも、図５図示構成のほか
に種々の変形が可能である。
　すなわち、図５においてＢ矢視図により鼻マスク１１－２の内面における水滴案内溝の
種々のレイアウトを示した模式図である図８において、ホース接続部への貫通口８ａから
放射状に溝８ｂを設ける構成（図８（ア）図示）の他に、溝を多条ねじ（ヘリコイド）状
とし、鼻マスク１１－２内面の任意の位置８ｃにあった水滴が成長して内面上を重力によ
り移動し（移動方向は貫通口８ａから遠ざかる方向）、その結果、多条ねじ形状の溝の点
８ｄで捉えられ、その後溝に沿った方向８ｅへ移動させる形状（図８（イ）図示）とする
ことも考えられる。
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【００４８】
　その他の変形例として、図８（ウ）図示構成のように溝をヘリンボン（魚の骨）形状、
すなわち貫通口８ａから放射状に伸びる複数の主骨８ｆと、隣り合う主骨間を結ぶ複数の
副骨８ｇとを有するように構成することでも、移動を開始した水滴の捕捉と、水滴溜まり
部への誘導を容易に行うことができる。
　さらに、図８（エ）に示すように、複数の多角形（ポリゴン）８ｈを鼻マスク内面に敷
き詰めるような構成、あるいは図８（オ）に示すように、複数の放射状溝８ｉと複数の同
心円状溝８ｊとを組み合わせた形状なども可能である。
【００４９】
〔第６の実施形態〕
　次に図９及び図１０を参照して、第６の実施形態を説明する。
　本実施形態は、先に図２に示した鼻マスク１１の内面、特にマスククッション部１１ａ
の内面に下記する如くの構成を設け、この結果、結露で生じた水滴を鼻マスク１１の内面
で保持して落下を防止するものである。
　図９（ア）図示構成はその一例を示す鼻マスク１１の断面図であって、鼻マスク表面９
ｃから複数の腕部９ａが患者鼻部へ向かって突出し、それら腕部９ａの先端にはより径の
大きい先端部９ｂが設けられている。
【００５０】
　上記の構造を患者鼻部側から見た上面図である図９（イ）において、これら先端部９ｂ
の間の隙間に水分が保持される。
　ここでマスククッション部１１ａは患者の呼吸によって拡張と収縮を繰り返す動作をす
るので、上記の先端部９ｂ間の隙間寸法も呼吸に合わせて脈動することとなる。この結果
、図９（ウ）に図示するようにマスククッション部１１ａが収縮している際に先端部９ｂ
同士は密着して隙間は小さく、水分の保持が確実となり、一方図９（エ）図示のようにマ
スククッション部１１ａが拡張している際には先端部９ｂ間に微小な隙間が生じて毛細管
現象により水分が先端部９ｂの間にトラップされる動作が実現する。
【００５１】
　図１０は本実施形態における他の構成例を示す模式図である。これら図示構成ではいず
れも水分子の内面表面への吸着力、表面張力により微細な空間内に水分子を保持して水滴
としての落下を防止する。先に説明したとおりＣＰＡＰに用いる鼻マスクは睡眠中の使用
であるので、一晩の治療後に保持した水分は乾燥などで除去される。
【００５２】
　図１０（ア）図示構成は、鼻マスク１１内面、特にマスククッション部１１ａ内面に広
く、微細なハニカム構造１０ａを多数形成し、これらハニカム構造１０ａの内部に水分を
トラップする。ハニカム構造１０ａの壁部に更に穴１０ｂを穿ち、水分の保持力を向上さ
せた構成も考えられる。
　図１０（イ）図示構成は、鼻マスク１１内面、特にマスククッション部１１ａ内面から
繊維部１０ｃ多数を突出させ、これら繊維部１０ｃの間に水分を保持する。
　図１０（ウ）図示構成は、鼻マスク１１内面、特にマスククッション部１１ａ内面にス
ポンジ構造部１０ｄを形成し、このスポンジに含まれる微細な多数の空間に水分を保持す
る。
　図１０（エ）図示構成は、鼻マスク１１内面、特にマスククッション部１１ａ内面に盲
管１０ｅを複数形成し、この盲管１０ｅの内部に水分を保持する。また盲管１０ｅの底部
により大きな保持室１０ｆを設けてもよい。
【００５３】
〔第７の実施形態〕
　先に説明した第５の実施形態は、鼻マスク１１の内面表面に水滴案内溝を形成し、この
溝に沿って水滴を誘導するように構成したものであった。
　ここで溝とは、鼻マスク内面における断面形状は様々であるが、凹状に穿って形成され
たものをいう。
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【００５４】
　上記の構成とは異なる第７の実施形態においては、鼻マスク１１内面に凹状の溝ではな
く凸状の土手（堤防）様の構成を設ける。その土手構造の断面形状は種々可能であり、ま
た鼻マスク１１内面における土手構造のレイアウトも様々な形状が可能であり、例えば先
に図８に示した如くの水滴案内溝のレイアウトに類似した構成も考えられる。
【００５５】
　いずれにせよ上記のように土手構造を設けたので、鼻マスク１１内面に結露により形成
された小さな水滴は次第に成長して重力により下方へ移動するものの、この土手構造によ
りそれ以上の水滴の移動が阻止されると共に、土手構造において水滴が崩壊する場合もあ
り、これらの現象の結果、水滴の落下が防止される。
【産業上の利用可能性】
【００５６】
　本発明によれば、ＣＰＡＰ療法やＮＩＰＰＶ療法などに使用する鼻マスクが提供される
。
【符号の説明】
【００５７】
　６ａ　　　　水滴溜まり部の水滴導入口
　６ｂ　　　　水滴溜まり部の貯留室
　６ｃ　　　　貯留室内の吸水材
　６ｄ　　　　貯留室の壁部
　６ｅ　　　　細分貯留室
　７ａ　　　　鼻マスク内面
　７ｂ　　　　溝側面における底部
　７ｃ　　　　溝中央における底部
　７ｄ　　　　凸状トラップ構造
　７ｅ　　　　溝底部の小貯留室
　８ａ　　　　ホース接続部への貫通口
　８ｂ　　　　鼻マスク内面の溝
　８ｃ　　　　鼻マスク内面に発生した水滴
　８ｄ　　　　鼻マスク内面の溝における水滴捕捉点
　８ｅ　　　　水滴捕捉後の水滴移動経過点
　８ｆ　　　　鼻マスク内面の溝（主骨）
　８ｇ　　　　鼻マスク内面の溝（副骨）
　８ｈ　　　　鼻マスク内面のポリゴン
　８ｉ　　　　鼻マスク内面の放射状溝
　８ｊ　　　　鼻マスク内面の同心円状溝
　９ａ　　　　鼻マスク内部表面における腕部
　９ｂ　　　　鼻マスク内部表面における腕部先端部
　９ｃ　　　　鼻マスク内部の表面
　１０ａ　　　鼻マスク内部表面の微細ハニカム構造
　１０ｂ　　　微細ハニカム構造における穴
　１０ｃ　　　鼻マスク内部表面の繊維部
　１０ｄ　　　鼻マスク内部表面のスポンジ構造部
　１０ｅ　　　鼻マスク内部表面の盲管
　１０ｆ　　　盲管底部の保持室
　１１　　　　鼻マスク（マスク本体）
　１１－１　　鼻マスク
　１１－２　　鼻マスク
　１１a　　　マスククッション部
　１１ｃ　　　鼻マスク内面
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　１１－１ｃ　鼻マスク内面
　１１－１ｄ　鼻マスク外壁部（外壁部）
　１１－１e　断熱層
　１１－１ｆ　鼻マスク内壁部（内壁部）
　１１－２a　鼻マスククッション部
　１１－２ｇ　水滴案内溝
　１１－２ｈ　水滴案内溝
　１１－２ｉ　水滴溜まり部
　１１－２ｊ　顔面接触部
　１２　　　　フレーム
　１３　　　　ヘッドギア
　１３a　　　ヘッドギアストラップ
　１４　　　　ヘッドギアファスナ
　１５　　　　ファスナキャッチ
　１６　　　　ホース接続部

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】

【図７】 【図８】
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